
 

 

 

 

 

 

 

 

白岡市と株式会社埼玉りそな銀行が、２月１６日（月）に「空家等の有効活用等

の促進に関する協定」を締結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定の概要 

１ 日 時  令和８年２月１６日（月）午前１０時 

２ 場 所  仮設本庁舎 多目的室２ 

３ 協定名  空家等の有効活用等の促進に関する協定 

 

 

 

 

 

 

【記事・取材に関するお問い合わせ】 
  白岡市 経営企画部 企画政策課 広聴広報魅力発信担当 

電話 0480(31)8891 メールアドレス kikaku@city.shiraoka.lg.jp 
 
【空家等の有効活用等の促進に関する協定に関するお問い合わせ】 
  白岡市 生活経済部 環境課 環境保全担当 

電話 0480(31)8409 メールアドレス kankyou@city.shiraoka.lg.jp 

白岡市と株式会社埼玉りそな銀行が連携 

―協定を締結― 

埼玉県白岡市 報道発表資料 

令和８年２月１８日（水） 

（左から）シラオ仮面、藤井市長、株式会社埼玉りそな銀行 代表取締役社長 福岡様、りそにゃ 

 

白岡市内にある空家等に対して、予防、管理・活用及び解消について総合的に相談、

支援を行うことにより、市内の生活環境の改善に寄与することが期待されます。 

また、この協定をもとに、白岡市商工会とも連携して市内の空き店舗の有効活用に

取り組み、空家対策とともに商店街等の振興や活性化も積極的に進めていきます。 
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